
船舶事故調査報告書 

令和４年１月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和３年５月７日 １５時２８分ごろ 

発生場所 佐賀県唐津
か ら つ

市加唐
か か ら

島北方沖 

 加唐島灯台から真方位００４°２.５海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°３９.５′ 東経１２９°５１.９′） 

事故の概要 掃海艇たかしまは、東北東進中、また、漁船萬
まん

栄
えい

丸は、南南東進

中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和３年５月１０日、主管調査官（長崎事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 掃海艇 たかしま、５７０トン（基準排水量） 

  ６０３（艦船国籍証書の番号）、防衛省 

Ｂ 漁船 萬栄丸、７.３トン 

   ＫＭ２－３８３０（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 艇長Ａ、運航１級（防衛省基準） 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 左舷船尾部外板に擦過傷 

Ｂ 船首部外板に亀裂を伴う凹損等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 ４、視界 良好 

海象：波高 約１.５ｍ、潮汐 上げ潮の中央期 

 事故の経過  Ａ船は、艇長Ａほか３７人が乗り組み、艇長Ａが操船指揮を行い、

航行訓練の目的で東北東進中、見張り員の報告で、艇長Ａが左舷船首

方にＡ船の前路に向け南下する態勢のＢ船を認めた際、Ａ船が保持船

であるのでＢ船がそのうち避航するか、そのままでもＢ船の船首方を

通過できるのではないかと思い、Ｂ船の動勢を注視しながら同じ針路

及び１３ノット（kn）の速力で航行を続けた。 

艇長Ａは、Ｂ船に避航の様子がないので、動勢を見ながら間隔を空

けて汽笛を４回吹鳴したが、なおも避航することなく南下を続けるＢ

船に衝突の危険を感じ、機関停止を指示した。 

艇長Ａは、Ｂ船が左舷正横から間近に接近する態勢となったとき、

機関停止では衝突を避けられないと思い、船尾を右に振ることでＢ船

を避けようと第１戦速（速力１２kn）と左舵一杯を指示したが間に合

わず、Ａ船の左舷船尾部とＢ船の船首部とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか１人が乗り組み、水揚げの目的で唐津市呼子港

に向けて自動操舵として南南東進中、船長Ｂが、目視及びレーダーで

周囲に航行の支障となる他船はいないと思い、操舵室の床に座って食

  



事をとっていたところ、右舷船首方から接近するＡ船に気付かないま

ま、Ａ船と衝突した。 

 船長Ｂは、操舵室の床に座って食事する前まで、０.７５Ｍレンジ

で表示したレーダーで周囲を確認しつつ、主に船首方を見ながら見張

りを行っていた。 

船長Ｂは、操舵室の床に座って食事する際、ヘッドアップ表示の 

レーダーを右舷側下方から見る位置に座ってはいたが、レーダーの日

除けガードにより、画面の右側は死角になっていた。 

 船長Ｂは、衝突するまで汽笛音を聞いていなかった。 

分析  Ａ船は、東北東進中、艇長Ａが、左舷船首方にＡ船の前路に向け南

下する態勢のＢ船を認めた際、Ａ船は保持船であり、いずれＢ船がＡ

船を避航すると思い、同じ針路及び速力で航行を続けたことから、衝

突を避けるための措置を採る時機を逸し、Ｂ船と衝突したものと考え

られる。 

Ｂ船は、自動操舵で南南東進中、船長Ｂが、目視及びレーダーで周

囲に航行の支障となる他船はいないと思い、操舵室の床に座って食事

をとりながら航行していたことから、右舷船首方から接近するＡ船や

汽笛音に気付かずにＡ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ｂは、座って食事をとる前、０.７５Ｍレンジで表示したレー

ダーに他船は映っておらず、主に船首方を見ていたことから、周囲に

航行の支障となる他船はいないと思ったものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が東北東進中、Ｂ船が自動操舵で南南東進中、艇長

Ａが、左舷船首方にＡ船の前路に向け南下する態勢のＢ船を認めた

際、Ａ船は保持船であり、いずれＢ船がＡ船を避航すると思い、同じ

針路及び速力で航行を続けたため、衝突を避けるための措置を採る時

機を逸し、また、船長Ｂが、周囲に航行の支障となる他船はいないと

思い、操舵室の床に座って食事をとりながら航行していたため、Ａ船

の接近に気付かず、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、左舷船首方に自船の進路を横切る態勢の船舶を認めた場

合、自船が保持船であっても、いずれ横切り船が自船の進路を避

けると思い込まず、衝突のおそれがあるときは、減速するなど早

期に衝突を避けるための措置を採ること。 

・船長は、航行中、操舵室の床に座るなど周囲を見ずに航行せず、

常時、周囲の適切な見張りを行うこと。 

 


